
国民年金法施行規則（昭和三十五年四月二十三日厚生省令第十二号）  《抜粋》 
（最終改正：令和六年二月二十七日厚生労働省令第三十号） 

（法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項） 

第十五条の二  法第十四条の二第一項（同条第二項において準用する場合を含む。

次条第一項において同じ。）に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第三号

及び第四号に掲げる事項とする。 

（訂正の請求） 

第十五条の三  法第十四条の二第一項の規定による訂正の請求（第百十三条第一項

第一号において「訂正請求」という。）は、次の各号に掲げる事項を記載した請求

書を機構に提出することによつて行わなければならない。  

一 氏名、生年月日及び住所 

二 基礎年金番号 

三 特定国民年金原簿記録（法第十四条の二第一項に規定する特定国民年金原簿記

録をいう。以下この号において同じ。）が事実でない、又は国民年金原簿に特定

国民年金原簿記録が記録されていないと思料する期間（次項第一号において「請

求期間」という。） 

四 法第十四条の二第二項において準用する同条第一項の規定による訂正の請求

をする者（次項第二号において「第二項請求者」という。）にあつては、死亡し

た年金給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏

名、生年月日及び基礎年金番号 

２ 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 

一 請求期間における保険料の納付状況その他の事実を記載した書類 

二 第二項請求者にあつては、次に掲げるいずれかの書類 

イ 次に掲げる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあ

つては、その旨を明らかにすることができる書類（当該書類を添えることがで

きないときは、その事由書） 

（１）法第十九条の規定による未支給の年金 

（２）遺族基礎年金 

（３）寡婦年金 

（４）死亡一時金 

（５）昭和六十年改正法附則第三十二条第十二項の規定によりなお従前の例によ

るものとされた旧法第十九条及び政府管掌年金事業等の運営の改善のため

の国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関す

る政令（平成二十六年政令第三百五十三号）第一条各号に掲げる規定による

未支給の年金 

（６）昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例による



ものとされた旧法による遺児年金 

ロ イの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類 

（１）死亡した年金給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であ

つた者と第二項請求者との身分関係を明らかにすることができる書類 

（２）その他イ（１）から（６）までに掲げる給付の受給権者であることを証す

る書類 

（法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等） 

第百三条  法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出そ

の他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 

（地方厚生局長等への権限の委任） 

第百十三条  法第百九条の九第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣

の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行う

ことを妨げない。 

一 法第百八条第一項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告

の求め（訂正請求に係るものに限る。） 

二～十三 （略） 

２ （略） 


